
 

令和６年１月１２日  

報道機関各位 

長岡市商工部産業支援課長  

         市民生活と企業活動を支える物流事業者を支援 

        「長岡市運送事業者応援給付金」申請受付を開始 
 

長岡市は、エネルギー価格高騰による経営状況の悪化に直面している、市内の一般

貨物運送事業を営む事業者へ「運送事業者応援給付金」を支給します。 

市内に本社のある事業者だけでなく、市外に本社がある事業者についても、市内に

営業所などを有していれば給付の対象とし、営業用車両１台当たり２万５千円（１社

当たりの上限５０万円）を支給します。 

つきましては、下記のとおり概要をお知らせしますので、ぜひ周知いただくととも

に取材くださいますようお願いします。 

 
長岡市運送事業者応援給付金 

 

１ 対 象 者  市内に本社・支店・営業所等を有する一般貨物自動車運送事業者 

※ タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業、霊

柩事業を除く 

２ 支 援 金  長岡市内に配置登録のある営業用車両１台当たり２万５千円 

       ※１事業者当たり上限５０万円 

３ 申請期間 １月１５日（月）～２月１６日（金） （当日消印有効） 

４ 主な要件 ・申請日時点で事業を営んでおり、引き続き事業継続の意思が 

あること。 

       ・ながおか働き方プラス応援プロジェクトへ賛同し、同プロジェ 

クトに応募していること、または応募の意思があること。 

５ 申請方法 所定の申請書類を郵送 

       宛先：〒940-0071 長岡市表町１丁目１１番地１ 

長岡フロントビル６階 

長岡市運送事業者応援給付金相談窓口（株式会社日本旅行 

長岡支店内）行 

※本事業の申請書類の受付・審査は、（一社）日本旅行業協会に委託して実施しています。 

６ 事 業 費 （令和５年度１２月補正予算） 

５５，２７７千円 

（内訳）支援金５２，５００千円、事務費等２，７７７千円 

７ 参 考 昨年度実績 １３２件 ９４，４００千円 

       ※営業車両 1 台当たり５万円（上限 100 万円） 

 

問い合わせ：産業支援課 河上  

TEL０２５８－３９－２２２２ 

長岡市 




